
平
成
二
十
年
二
月
十
四
日
提
出

質

問

第

八

九

号

志
布
志
事
件
を
冤
罪
で
は
な
い
と
し
た
法
務
大
臣
の
発
言
及
び
冤
罪
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主

意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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志
布
志
事
件
を
冤
罪
で
は
な
い
と
し
た
法
務
大
臣
の
発
言
及
び
冤
罪
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主

意
書

鳩
山
�
夫
法
務
大
臣
は
二
〇
〇
八
年
二
月
十
三
日
、
法
務
省
で
開
か
れ
た
全
国
の
高
検
、
地
検
の
ト
ッ
プ
が
集
ま
る
会
合

で
、
冤
罪
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
富
山
県
氷
見
市
の
柳
原
浩
氏
が
強
姦
な
ど
の
容
疑
で
富
山
県
警
に
誤
認
逮
捕
さ
れ
、
二
年

あ
ま
り
服
役
し
た
後
に
無
罪
が
確
定
し
た
事
件
（
以
下
、
「
富
山
事
件
」
と
い
う
。
）
と
二
〇
〇
三
年
の
鹿
児
島
県
議
選
に
お

い
て
中
山
信
一
氏
と
志
布
志
市
の
運
動
員
ら
十
五
人
を
公
職
選
挙
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
し
、
強
圧
的
な
捜
査
等
に
よ
り
自
白
を

強
要
し
、
後
に
全
員
の
無
罪
が
確
定
し
た
事
件
（
以
下
、
「
志
布
志
事
件
」
と
い
う
。
）
に
触
れ
、
自
身
の
個
人
的
見
解
と
し

な
が
ら
も
、
「
富
山
の
氷
見
事
件
の
方
は
こ
れ
は
人
違
い
で
す
か
ら
、
冤
罪
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
志
布
志
事
件
は

冤
罪
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
発
言
（
以
下
、
「
鳩
山
発
言
」
と
い
う
。
）
し
て
い
る
。
右

を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
富
山
事
件
」
に
対
す
る
政
府
の
認
識
如
何
。

二

「
志
布
志
事
件
」
に
対
す
る
政
府
の
認
識
如
何
。

三

政
府
は
冤
罪
と
い
う
言
葉
の
定
義
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
十
月
十
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質

一



一
六
八
第
一
一
一
号
）
で
は
「
お
尋
ね
の
『
冤
罪
』
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
用
語
で
は
な
く
、
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
答
弁
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
、
確
た

る
定
義
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
「
鳩
山
発
言
」
で
い
う
所
の
冤
罪
と
は
ど
の
様
な
意
味
か
。
政
府
の
認
識
如

何
。

四

「
鳩
山
発
言
」
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。
「
富
山
事
件
」
の
様
に
全
く
別
の
人
を
逮
捕
し
て
、
そ
の
後
に
真
犯
人
が

見
つ
か
っ
た
ケ
ー
ス
は
冤
罪
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
ケ
ー
ス
、
例
え
ば
「
志
布
志
事
件
」
の
様
に
、
真
犯
人
が
別
に
見
つ

か
っ
た
訳
で
は
な
い
に
し
て
も
、
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
い
っ
た
ん
逮
捕
さ
れ
た
後
に
無
罪
と
な
る
ケ
ー
ス
は
冤
罪
で
は
な
い

と
の
認
識
を
示
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
評
価
如
何
。

五

冤
罪
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
、
「
広
辞
苑
」
（
第
五
版

岩
波
書
店
）
で
は
「
無
実
の
罪
。
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
と
書
か

れ
て
お
り
、
ま
た
国
民
の
間
で
も
、
新
た
に
真
犯
人
、
有
罪
と
な
る
人
間
が
見
つ
か
る
か
否
か
は
関
係
な
く
、
無
実
の
人
が

罪
を
着
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
の
認
識
が
一
般
的
に
浸
透
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
も
同
様
の
認
識
を
有
し
て

い
る
か
。

六

「
志
布
志
事
件
」
は
、
鹿
児
島
地
裁
で
裁
判
官
が
二
〇
〇
七
年
二
月
に
無
罪
判
決
を
言
い
渡
す
際
に
「
強
圧
的
、
誘
導
的

二



な
取
り
調
べ
で
自
白
が
引
き
出
さ
れ
た
可
能
性
が
ぬ
ぐ
え
な
い
」
と
述
べ
た
様
に
、
被
疑
者
に
親
族
の
氏
名
を
踏
ま
せ
る
な

ど
の
「
踏
み
字
」
を
強
要
し
、
強
引
に
自
白
さ
せ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
「
鳩
山
発
言
」
は
、
あ
た
か
も
「
志
布
志
事

件
」
の
関
係
者
が
無
罪
か
ど
う
か
は
明
白
で
は
な
い
と
の
印
象
を
世
間
に
与
え
、
多
大
な
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
関
係
者
の

気
持
ち
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

七

「
鳩
山
発
言
」
は
、
「
志
布
志
事
件
」
に
つ
い
て
無
罪
の
判
決
を
下
し
た
司
法
判
断
に
対
し
て
、
行
政
の
側
の
人
間
、
し

か
も
検
察
組
織
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
る
法
務
大
臣
が
異
議
を
唱
え
た
も
の
で
あ
り
、
三
権
分
立
の
原
則
に
外
れ
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

八

「
志
布
志
事
件
」
と
「
富
山
事
件
」
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
デ
タ
ラ
メ
な
捜
査
を
十
分
に
チ
ェ
ッ
ク
し
な
い
ま
ま
起
訴

し
た
検
察
の
責
任
は
重
い
と
考
え
る
が
、
結
果
と
し
て
間
違
っ
た
判
断
を
し
た
検
察
に
対
し
て
何
の
処
分
も
な
さ
れ
な
い
の

は
な
ぜ
か
。
鳩
山
法
務
大
臣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

三


